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衆
議
院
議
員
並
木
芳
雄
君
提
出
国
警
駐
在
所
勤
務
員
に
対
す
る
勤
務
地
手
当
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 
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十
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月
二
十
四
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衆
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内
閣
総
理
大
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吉 
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一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
並
木
芳
雄
君
提
出
国
警
駐
在
所
勤
務
員
に
対
す
る
勤
務
地
手
当
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁 

書 

都
道
府
県
国
家
地
方
警
察
隊
地
区
警
察
署
巡
査
駐
在
所
（
以
下
「
駐
在
所
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
す
る
職
員
の
勤
務
地
手
当
支

給
地
域
区
分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
職
員
が
、
諸
警
戒
、
警
備
、
応
援
、
待
機
そ
の
他
の
勤
務
の
た
め
、
そ
の
勤
務
時
間

の
一
部
分
を
本
署
に
お
い
て
勤
務
に
服
し
て
い
る
が
、
全
国
的
に
み
る
と
そ
の
勤
務
時
間
の
大
半
（
約
七
〇
％
）
を
駐
在
所
に

お
い
て
勤
務
す
る
こ
と
を
常
態
と
し
て
い
る
の
で
、
駐
在
所
所
在
地
に
よ
つ
て
行
う
こ
と
を
適
当
と
解
し
、
昭
和
二
十
五
年

八
月
以
降
そ
の
よ
う
に
統
一
し
て
、
実
施
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




